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１２月定例会 １２月定例会 

　

平
成　

年
第
４
回
鶴
ヶ
島
市
議
会
定
例

２６

会
が　

月　

日（
水
）か
ら　

月　

日（
火
）

１１

２６

１２

１６

ま
で
の　

日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し

２１

た
。

　

本
定
例
会
で
は
、
市
長
提
出
議
案
を　
２０

件
、
議
員
提
出
議
案
を
１
件
審
議
し
ま
し

た
。

　

ま
た
、
一
般
質
問
を
３
日
間
に
わ
た
り

行
い
、　

人
の
議
員
が
登
壇
し
ま
し
た
。

１５

平成２６年第４回定例会の日程（会期２１日間）

開会
議案第４９号～６８号上程

議・議案第３号上程

本会議１１/２６

議案第４９～５１、６８号採決

議案第５２～６７号委員会付託
本会議２８

付託議案審査文教厚生常任委員会１２/３
付託議案審査予算決算常任委員会４

付託議案審査総務産業建設常任委員会５

一般質問本会議１１・１２・１５

議案第５２～６７号採決

議・議案３号採決

閉会
本会議１６

条
例
改
正
等

委

員

会

審

査

委

員

会

審

査

民
の
た
め
の
総
合
的
施
設
に
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
市
民
の
生
涯
学
習
の
保

障
に
関
し
て
は
、
条
例
で
学
び
の
場
と

し
て
の
位
置
付
け
を
行
う
。
サ
ー
ク
ル

活
動
な
ど
は
引
き
続
き
行
い
、
定
期
講

座
も
実
施
す
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事

業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護

予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基

準
等
を
定
め
る
条
例
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、

指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

�

指
定
介
護
予
防
支
援
に
関
す
る
知

識
を
有
す
る
職
員
が
必
置
だ
が
、

ど
の
よ
う
な
職
種
の
職
員
か
。

�

高
齢
者
福
祉
課
長　

介
護
支
援
専

門
員
、
社
会
福
祉
士
、
経
験
の
あ

る
看
護
師
、
高
齢
者
の
保
健
福
祉
に
関

す
る
相
談
業
務
等
に
３
年
以
上
従
事
し

た
社
会
福
祉
主
事
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

係
る
包
括
的
支
援
事
業
を
実
施
す
る
た

め
の
職
員
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、

包
括
的
支
援
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の

基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

�

支
援
の
相
談
件
数
は
何
件
か
。

�

高
齢
者
福
祉
課
長　
　

年
度
の
実

２５

績
で
は
、
３
つ
の
地
域
包
括
支
援

議案第５６号ＱＡ議案第５７号ＱＡ

�

市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
及
び
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
委
員
会
教

育
長
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、
一
般
職

の
職
員
と
の
均
衡
を
図
る
も
の
で
あ 

る
。

�

一
般
職
の
職
員
の
期
末
手
当
及
び

勤
勉
手
当
と
の
均
衡
を
図
る
た
め

と
い
う
理
由
は
妥
当
か
。

�

人
事
課
長　

人
事
院
勧
告
に
準
拠

し
た
一
般
職
の
職
員
に
合
わ
せ
た

も
の
な
の
で
、
妥
当
性
を
欠
く
も
の
で

は
な
い
。

�

鶴
ヶ
島
市
市
民
セ
ン
タ
ー
条
例
に
つ
い

て

　

地
域
住
民
の
交
流
の
促
進
を
図
る
と

と
も
に
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性

化
及
び
市
民
の
学
び
を
支
援
し
、
市
民

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
目

指
す
も
の
で
あ
る
。

�

公
民
館
を
市
民
セ
ン
タ
ー
化
す
る

メ
リ
ッ
ト
は
。

�

市
民
生
活
部
参
事　

施
設
が
地
域

づ
く
り
の
拠
点
と
な
る
こ
と
を
明

確
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、

多
様
な
活
用
が
図
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

�

公
民
館
を
併
設
で
き
な
い
理
由 

は
。

�

市
民
生
活
部
参
事　

公
民
館
機
能

と
行
政
機
能
を
合
わ
せ
持
っ
た
市

議案第５４号ＱＡ議案第５５号ＱＡＱＡ

�

鶴
ヶ
島
市
行
政
組
織
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

総
合
的
な
視
点
か
ら
都
市
計
画
と
の

整
合
を
図
り
、
交
通
政
策
を
推
進
す
る

た
め
の
事
務
分
掌
と
す
る
も
の
で
あ 

る
。

�

交
通
政
策
の
所
管
課
を
都
市
整
備

部
へ
移
管
す
る
理
由
は
。

�

秘
書
政
策
課
長　

高
齢
化
な
ど
社

会
情
勢
の
変
化
を
見
込
み
、
都
市

計
画
、
都
市
基
盤
の
整
備
と
の
整
合
を

図
り
、
将
来
を
見
据
え
た
交
通
政
策 

を
推
進
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ 

る
。

�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

国
家
公
務
員
及
び
埼
玉
県
職
員
の
給

与
改
定
に
合
わ
せ
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
改
定
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

�

本
市
は
平
均
の
給
与
月
額
が
高
い

と
い
う
話
が
あ
る
が
、
県
内
で
の

状
況
は
ど
う
か
。

�

人
事
課
長　
　

年
度
の
地
方
公
務

２５

員
給
与
実
態
調
査
で
は
、
手
当
を

含
め
た
給
与
で
比
較
し
た
場
合
、
さ
い

た
ま
市
を
除
い
た　

市
中
７
番
目
で
あ

３９

る
。
こ
れ
は
、
地
域
手
当
支
給
率
が　
１０

㌫
と
高
い
こ
と
、
そ
し
て
職
員
の
平
均

年
齢
が　

・
５
歳
で
、
県
内　

市
中
６

４４

３９

番
目
と
高
い
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。

議案第５２号ＱＡ議案第５３号ＱＡ

鶴ヶ島市市民センター条例を可決鶴ヶ島市市民センター条例を可決鶴ヶ島市市民センター条例を可決


